
○ 定期利用の申請方法が変わります。 

   ◇ １年間の定期利用をされている方へ  
【新たに利用する場合】    【次年度も継続して利用する場合】 

① 申請書の記入（窓口）    ①申請書の記入（窓口） 

↓              ↓ 

② 定期券の発行（窓口）    ②定期券の更新（窓口） 

↓              ↓ 

③ 支払い   （更新機）   ③支払い   （更新機） 

※毎年度３月中に申請をおこなってください。 
 

※管理員がいる時間帯におこなってください。 

 

 ◇ 月々の定期利用をされている方へ 
  

【新たに利用する場合】    【翌月も継続して利用する場合】 

① 申請書の記入（窓口）    ①定期券の更新・支払い（更新機）  

↓               

② 定期券の発行（窓口）       

↓               

③支払い    （更新機）         

※年度をまたいだ更新はできません。 
 

※管理員がいる時間帯におこなってください。 
 

※４月１日からの管理員滞在時間 ６時から１０時 １５時から１９時 


